
龍ケ崎市公告第１１８号 

 

 龍ケ崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１８年龍ケ崎市条例第

４号）第６条の規定に基づき、龍ケ崎市人事行政の運営等の状況について、次のとお

り公表する。 

  令和５年９月２９日 

                   龍ケ崎市長  萩 原   勇 

 

 
 

１ 職員数及び職員の任免に関する状況 

 

(1)職員数の推移（各年度 4月 1日現在） 
(単位：人) 

区分 
令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

職員数 438 443 436 433 429 

内
訳 

地方公務員 

定員管理調査 
438 443 435 431 428 

一部事務組合 

への派遣 
0 0 1 2 1 

（注） 職員数は市長・副市長および教育長を除く一般職に属する職員数であり、地方公務

員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、会計年度任用職員は含まれてい

ません。「地方公務員定員管理調査」の職員数に派遣職員数を加えたものです。 
 
 

(2) 職員採用の状況（令和 4年度途中及び令和 5年度） 

令和 4年度途中の新規採用者は 3人（任期付職員 1人を含む）、令和 5年 4月 1 日付け新規

採用者等は 16人（常勤再任用職員 3人、任期付職員 3人を含む）です。 

 

 〈採用試験の状況〉 

 

 (単位：人) 

職種 応募者数 受験者数 合格者数 

一般事務 119 109 9 

一般事務（障がい者） 5 4 1 

一般事務（特別選抜） 3 3 1 

土木 5 3 0 

 
(3)事由別退職の状況（令和 4年度） 

任期の定めの無い職員の事由別退職の状況 

   （単位：人）

定年退職 勧奨退職 普通退職 その他 合計 

7 5 4 0 16 

令和 4 年度の退職者は全体で 23 人（任期の定めの無い職員 16 人、任期付職員 3 人、再任

用職員 2人、一部事務組合等派遣受入終了 2人）です。 

 

 

 



(4) 部門別職員数（令和 4年、令和 5年） 
   （単位：人）

区分 
職員数(各年 4月 1日) 対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和 4年 令和 5年 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議会 5 5 0  

総務 127 125 ▲2 業務改善 

税務 26 24 ▲2 業務改善 

民生 77 80 3 業務充実 

衛生 39 35 ▲4 機構改革、業務改善 

労働 1 1 0  

農林水産 14 14 0  

商工 10 9 ▲1 業務改善 

土木 51 45 ▲6 機構改革、業務改善 

小計 350 338 ▲12  

特別行

政部門 
教育 44 54 10 機構改革、業務充実 

公営企
業等会
計部門 

下水道 7 7 0  

その他 30 29 ▲1 業務改善 

小計 37 36 ▲1 業務改善 

合計 431 428 ▲2  

一部事務組合 

への派遣職員 
2 1 1  

総合計 433 429 ▲4  

 

(5) 人員管理計画の概要 
第 6次人員管理計画（平成 26年度～令和元年度）では、職員数 450 人程度を目標とし、概

ね計画通りの採用人数を確保できました。次期人員管理計画は、世代構成の平準化を図るた
め、毎年一定の職員採用を継続しつつ、定年年齢の引き上げに関する地方公務員法改正の影
響についても検討していきます。 



２ 職員の人事評価の状況 

平成 18 年度から管理職を対象に人事評価制度を試行的に導入し、平成 19年度からは全職員

を対象に行っています。また、令和 5年度は多面評価（部下から上司への評価）を試行的に実

施運用します。 

 

 (1) 人事評価の目的 

  ① 人材の育成・組織の活性化 

  ② 公正な処遇 

  ③ 適材適所の人事配置 

 

 (2) 当市の人事評価の構成 
   

業績評価 
 目標に対する達成度を評価する。 

目標による管理、スケジュール管理など。     

      

人事評価制度 

  

意欲評価 

 仕事に取り組む姿勢や行動を評価する。 

規律性・責任行動・協調性・積極性・市民満足志向

など。 
 

 
 

      

  
 

能力評価 

 
専門知識・技能の日々の業務での活用状況や、体得

した修熟能力（判断力・企画力など）の活用状況を

評価する。 

専門知識・管理統率力・政策形成力・意思決定力・

対人折衝調整力など。 
  

 
 

 

 (3) 評価段階（尺度）について 

   日々の仕事ぶりについて、評価項目別に 5（特に優れている）～1（特に劣っている）の 5

段階で評価し、「指導記録シート」に記録を行います。年度末には、評価を項目別に点数化

して合計し、最終的にＳ（90点以上）～Ｄ（25点未満）の 5段階で総合的に判定します。 

 

 (4) 評価結果について 

評価結果について全ての職員が納得できるよう、中間面談、育成面談や職場でのコミュニ

ケーションを通じて十分な説明を行い、市の定める着眼点やルールに基づき絶対評価を行う

など、公平性・透明性・納得性の高い人事評価制度作りに努めています。 

また、評価結果について疑問のある職員は、評価者（直属の課長など）に対して十分な説

明を求めることができ、人事課に対して申し出ることもできます。 

評価結果については、昇給や勤勉手当の処遇に反映し、その他、人材育成・能力開発や人

事異動などに活用します。 

   平成 23 年 6 月から、前年度の評価結果を勤勉手当の成績率に、また、平成 28 年 4 月から

昇給に反映させています。 
 
  令和 4 年度人事評価結果 

区分 
Ｓ 

特に優秀 
Ａ 
優秀 

Ｂ 
良好 

Ｃ 
良好でない 

Ｄ 
特に良好でない 

計 

職員数 0 人 59 人 354 人 0 人 0 人 413 人 

構成比 0％ 14.3％ 85.7％ 0％ 0％ 100％ 

 



３ 職員の給与の状況 

(1) 職員給与の内容 

   職員の給与は、給料及び職員手当からなり、その概要は次のとおりです。 
      

給料 
 

職務・職責に応じて給料表に定める額 
       

              
      

扶養手当 
 

扶養親族のある職員に支給 
       

              
   毎月決まって支給

されるもの 
  

住居手当 
 借家等に居住し、家賃を支払っている職員に支

給       

              
      

通勤手当 
 電車・バス・乗用車等により通勤する職員

に支給        

              
      

管理職手当 
 

管理・監督する地位にある職員に支給 
       

              
      

地域手当 
 地域における民間の賃金水準を基礎とし、

物価等を考慮して支給 
給与 

      

             
      

単身赴任手当 
 異動等による転居で、やむを得ない事情に

より配偶者と別居し、単身で生活すること

を常況とする職員に支給   
 

    

              
      

時間外勤務手当 
 通常の勤務時間を超えて勤務したときに支

給    勤務の実績に応じ

て支給されるもの 
   

             
      

特殊勤務手当 
 危険・不快・不健康等の著しく特殊な勤務

に従事したときに支給        

              
      

期末・勤勉手当 
 

民間企業のボーナスに相当する手当 
   臨時に支給され

るもの 

   

             
      

退職手当 
 

職員が退職したときに支給する手当 
       

 

 (2) 人件費の状況 

   令和 4年度普通会計（決算額）に占める人件費の状況 
    (単位：千円)

住民基本 

台帳人口 

R5.3.31 

歳出額 

A 
実質収支 

人件費 

B 

人件費比率 

B/A 

令和 3年度 

人件費比率 

75,690 人 29,252,004 187,814 4,154,063 14.2％ 14.6％ 
（注）１ 人件費とは、職員に支給された給与、退職手当、共済組合事業主負担金、公務災

害補償基金負担金、特別職に支給された給与などの総額をいいます。 

２ 普通会計とは、下水道事業や介護保険事業などの独立採算制を原則とする会計以

外の会計をいいます。 

３ 実質収支とは、歳入総額から歳出総額及び翌年度へ繰り越すべき財源を控除した

額をいいます。 

４ これらの数値は、令和 4 年度地方財政状況調査によるもので、人件費には、臨時

職員や非常勤職員の分も含まれます。 



(3) 職員給与費の状況 

   令和 4年度普通会計（決算額）での給与費の状況 
 （単位：千円）

職員数 

A 

給与費 1 人当たりの 

給与費 

B/A 
給料 職員手当 

期末・勤勉 

手当 

計 

B 

388 1,500,826 421,630 629,364 2,551,820 6,577 

（注） 職員数は一般行政職及び技能労務職員等の総数で、給与費とは人件費のうち職員に

支給される給料と職員手当（退職手当を除く。）をいいます。 

 

(4) ラスパイレス指数の状況 

ラスパイレス指数とは、地方公務員と国家公務員の給与水準を国家公務員の職員構成を基

準として、一般行政職における学歴別、経験年数別に平均給与額を比較し、国家公務員の給

与を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示したものです。 

区分 龍ケ崎市 
類似団体 

（一般市Ⅱ－３） 
茨城県 全国市平均 

平成 29 年度 97.8 98.6  101.2  99.1 

令和 4年度 97.8  98.3  100.2  98.7 

（注） 類似団体とは、人口規模や産業構造が龍ケ崎市と似ている団体であり、そのラスパイ

レス指数を単純平均したものです。 

 

(5) 職員の平均給与月額の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

  ① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 
   （単位：円） 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 43.95 歳 327,900 425,463 
技能労務職 54.54 歳 311,200 358,388 

（注） 「平均給料月額」とは令和 5年 4月 1日現在における職員の基本給の平均で、「平均給

与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当や時間外勤務手当などの

諸手当の額を合計したものの平均です。 

 

② 職員の初任給の状況 
  （単位：円）

区分 龍ケ崎市 国 

一般行政職 
大学卒 191,700 185,200 
高校卒 158,900 154,600 

技能労務職 高校卒 156,800 ― 
 

なお、経験年数・学歴別（一般行政職・大学卒）の職員の平均給料月額および国との比 

   較は下記のとおりです（令和 4年 4月 1日現在）。 

                            （単位：円） 

経験年数階層 龍ケ崎市 国 
3 年以上 5年未満 209,512  214,365 

10 年以上 15 年未満 264,027  293,155 

25 年以上 30 年未満 378,424  396,669 
（注）１ 一般行政職・大学卒職員の平均給料月額で経験年数は一部抜粋したものです。 

２ 国の情報については、人事院ＨＰより抜粋したものです。 



(6) 一般行政職の等級及び職制上の段階ごとの状況（令和 5年 4月 1 日現在） 

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人

） 

（％

） 
職名 

（人

） 

（人

） 

（％

） 
段階 

1 級 

1 主事補又は技師補の 

 職務 

2 主事又は技師の職務 

57 14.2 主事 57 

146 36.4 
係
員
級 2 級 副主幹の職務 38 9.5 副主幹 38 

3 級 主幹の職務 51 12.7 主幹 51 

4 級 

1 副主査の職務 

2 係長の職務 

3 主査の職務 

105 26.1 

副主査 23 

105 26.1 
係
長

級 係長 42 

主査 40 

5 級 
1 課長補佐の職務 

2 副参事の職務 
96 23.9 

所長補佐 1 

96 23.9 

課
長
補
佐
級 

事務局長補佐 2 

所長 2 

出張所長 2 

園長 1 

館長 1 

課長補佐 65 

副参事 22 

6 級 

1 課長の職務 

2 参事の職務 

3 会計管理者の職務 

4 危機管理監の職務 

46 11.4 

局長 2 

46 11.4 
課
長
級 

所長 1 

課長 28 

参事 6 

会計管理者 1 

危機管理監 1 

次長 7 

7 級 

1 特に重要な業務を分 

 する参事の職務 

2 議会事務局長の職務 

3 部長及び市長公室長

の職務 

9 2.2 

参事 1 

9 2.2 
部
長
級 

議会事務局長 1 

部長 7 

計 402 100.0      

（注） 一般行政職（税務職・福祉職を含む。）は特別職及び技能労務職員を除いた職員数となり

ます。 

 

(7) 職員の手当の状況 

  ① 期末手当・勤勉手当（令和 4年度） 

区分 支給年額等 

1 人当たりの 

平均支給年額 
1,617,893 円 

支給割合 
 期末手当 2.4 月分  

勤勉手当 2.0 月分 

加算措置の状況（職制上の段階，

職務の級等による加算措置） 
役職加算 5～15％ 

 

② 特殊勤務手当 

区分 支給額等 

支給実績（令和 4年度決算） 230,100 円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和 4年度決算） 4,261 円 

職員全体に占める手当支給対象職員の割合（令和 4年度） 12.53％ 



○ 特殊勤務手当の種類（令和 5年 4月 1日現在） 

手当の名称 
主な支給 

対象職員 
主な支給対象業務 

左記職員に 

対する支給 

単  価 

感染症防疫作業手当 健康増進課職員 

感染症の防疫作業に従

事したとき 
日額 300 円 

新型コロナウイルス感

染症から市民等の生命

及び健康を保護するた

めに緊急に行われた作

業の従事したとき 

日額 500 円～ 

日額 1,500 円 

社会福祉業務手当 

福祉総務課、障

がい福祉課、保

護課、こども家

庭課、健康増進

課職員 

各法令に基づく諸調

査・指導等の業務に従

事したとき 

日額 300 円 

動物死体処理作業手当 
環境対策課、農

業政策課職員 

動物の死体処理作業に

従事したとき 
日額 300 円 

行旅死亡人等取扱い業務

手当 

福祉総務課、障

がい福祉課、保

護課職員 

行旅病人の救護作業に

従事したとき 
日額 600 円 

行旅死亡人、変死人の

収容作業に従事したと

き 

日額 3,000 円 

 

③ 時間外勤務手当 

区分 支給実績 
職員 1人当たりの 

平均支給年額 

令和 3年度決算 93,019 千円 306,993 円 

令和 4年度決算 87,650 千円 305,399 円 

 

④ 退職手当（令和 5年 4月 1日現在） 

職員が退職したときに支給される退職手当は、県内の全市町村で組織している茨城県市

町村総合事務組合の退職手当条例の規定に基づき、退職事由別に、退職する職員の勤続年

数に応じた支給月数により支給されます。 

区分 龍ケ崎市 国 

（支給率） 

勤続 20 年 

勤続 25 年 

勤続 35 年 

最高限度額 

自己都合 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709 月分 

勧奨・定年 

24.586875 月分 

33.27075 月分 

47.709 月分 

47.709 月分 

自己都合 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709 月分 

勧奨・定年 

24.586875 月分 

33.27075 月分 

47.709 月分 

47.709 月分 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

2％～20％加算 

定年前早期退職特例措置 

2％～45％加算 

1 人当たりの 

平均支給額 

（令和 4 年度） 

普通 

勧奨 

定年 

 1,564 千円 

19,144 千円 

18,537 千円 

 

 



⑤ その他の手当 

手当名 

内容及び支給単価（令和 5年 4月 1日現在） 令和 4年度決算 

龍ケ崎市 国 
支給実績 
（千円） 

支給職員 1
人 

当たりの平
均支給年額
（円） 

扶養 

手当 

配偶者    月額 6,500 円 
子     月額 10,000 円 
父母等   月額 6,500 円 
16 歳から 22 歳までの子 1 人に
つき 5,000 円加算等 

同左 46,442 263,874 

地域 

手当 
5 級地（給料の 10％） 

勤務地に応じて 
0～20％ 

178,453 414,043 

住居 

手当 

借家の場合 
家賃 16,000 円を超える場合
に限り、家賃の額に応じて月
額 28,000 円を限度に支給 

 

借家の場合 
同左 

20,820 301,743 

通勤 

手当 

交通機関利用の場合 
 月額最高 55,000 円 
自動車等使用の場合 
 片道 2ｋｍ以上で使用距離に 
応じて支給 
距離による加算 

交通機関利用の場合 
 月額最高 55,000 円 
自動車等使用の場合 
 片道 2ｋｍ以上で使用
距離に応じて支給 

29,457 81,599 

管理職 

手当 

管理・監督する地位にある職
員に支給 
部長：  （月額）75,000 円 
 
課長：  （月額）53,000 円 
 
課長補佐：（月額）33,000 円 

など 

管理・監督する地位にあ
る職員に支給 
10 級一種      
（月額）133,600 円 
8 級一種 
（月額） 99,800 円 
6 級三種 
（月額） 56,200 円 

など 

71,538 496,792 

単身 

赴任 

手当 

異動等による転居で、やむを得な

い事情により配偶者と別居し、単

身で生活することを常況とする

職員に支給 

月額 26,000 円 

（距離に応じて 6,000 円から

58,000 円加算） 

同左 0 0 

 



(8) 特別職の報酬等の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

特別職の報酬（給料）額については、「龍ケ崎市特別職報酬等審議会」の答申を受け，議会

の議決を経て決定されます。 

区   分 給料月額等 

給料 

   （参考）類似団体における最高／最低額 
市長 927,000 円   1,061,000 円 ／ 455,000 円    
副市長 746,000 円   885,000 円 ／ 547,600 円   

教育長 685,000 円      

報酬 

議長 469,000 円   737,000 円 ／ 366,000 円   

副議長 423,000 円    653,000 円 ／ 294,000 円   

議員 398,000 円    591,000 円 ／ 266,000 円   

期末 

手当 

市長 （令和 5年度支給割合） 
副市長  3.25 月分      

教育長    

議長 （令和 5年度支給割合）  

副議長  3.25 月分           

議員  

退職 

手当 

 （算定方式） （支給時期） 

市長 給料月額×22.0（1期 4年間） 在任期間毎 
副市長 給料月額×12.4（1期 4年間） 在任期間毎 
教育長 給料月額×7.2 （1期 3年間） 在任期間毎 

（注）１ 類似団体の最高／最低額については、令和 4年 4月 1日現在の額です。 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件 

 (1) 勤務時間（標準的なもの） 

勤務時間 勤務時間の割り振り 休憩時間 

1 週間につき 
38 時間 45 分 

午前 8時 30 分から 
午後 5時 15 分まで 

正午から 
午後 1時まで 

週休日（勤務時間を割 

り振られていない日） 

休日（特に命令がない 

限り勤務を要しない日） 

日曜日及び土曜日 
「国民の祝日に関する法律」に定める休日 
および年末年始（12／29～1／3） 

（注）部署によっては、この限りではありません。 



(2) 休暇制度（主なもの） 

①有給の休暇等 

休暇等名 説明 

年次有給休暇 
一年度につき最高 20 日付与され、残日数は翌年に 20 日まで繰越すことが
できる。 

夏季休暇 
夏季における盆等の諸行事のため、また心身の健康維持・増進を図るため、
7月 1日から 9月 30 日までの期間内に 6日の範囲内の期間 

ボランティア
休暇 

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行うため勤務しな
いことが相当と認められる場合で一年度において 5日の範囲内の期間 

忌引 親族の区分に応じて 1日から 10 日の範囲内の期間 

看護休暇 

中学校就学の始期に達するまでの子の看護(病気、けが、予防接種又は健

康診断を受けさせること。)のために、一年度において 5 日(中学校就学の

始期に達するまでの子が 2 人以上の場合にあっては、10 日)の範囲内の期

間 

短期介護休暇 

要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるた

めに必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うために、一年

度において 5 日(要介護者が 2 人以上の場合にあっては、10 日)の範囲内の

期間 

療養休暇 
傷病や疾病のために、療養する必要がある場合で、90 日以内で必要と認め
られる期間 

結婚休暇 結婚日から 1年以内の 6日を超えない範囲内で必要と認められる期間 

妻の出産休暇 
妻の出産に伴う入退院等の付き添い、出生の届出を行う場合に、男性職員
に与えられる 2日の範囲内の休暇 

 

②無給の休暇等 

休暇等名 説明 

介護休暇 
配偶者・父・母・子等の負傷・疾病・老齢などで日常生活を営むのに支障
がある者の介護をするために、6か月以内で必要な期間 

 

③その他（勤務時間の変更） 

休暇等名 説明 

育児短時間 
勤務 

小学校入学前の子を養育するため、１週間あたりの勤務時間を 15 時間 30
分、19時間 25 分、19時間 35 分、23 時間 15 分、24 時間 35 分とする制度
（給料は勤務時間に応じて支給） 

 



５ 休業に関する状況 

(1) 休業制度 

休暇等名 説明 

育児休業 子を養育する職員に対して、その子が 3歳に達するまでの必要な期間 

部分休業 
子を養育する職員に対して、その子が小学校就学に達するまでの必要な期
間で、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて 2時間以内 

修学部分休業 
大学等課程の履修のために、1 週間当たりの通常の勤務時間の 2 分の 1 を
超えない範囲内で 5分単位 

高齢者部分休業 
1 週間の通常の勤務時間の勤務を定年まで継続することを希望しない職員
に対して、1 週間当たりの通常の勤務時間の 2 分の 1 を超えない範囲内で
5分単位 

自己啓発等休業 
大学等課程の履修又は国際貢献活動のために、2 年（国際貢献活動につい
ては 3年）の範囲内の期間 

配偶者同行休業 
外国で勤務等をする配偶者と共に外国に滞在する必要のある職員に対し
て、3年の範囲内の期間 

 

(2) 育児休業及び部分休業の取得者数（令和 4年度） 
  （単位：人）

区分 
育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 
男性職員 7 0 
女性職員 2 6 

合計 9 6 
 

 

６ 分限処分及び懲戒処分の状況（令和 3年度） 

(1) 分限処分 

分限処分とは、職員が一定の理由によりその職責を十分に果たすことが期待できない場

合に、本人の意に反して不利益な身分上の変動をもたらす処分をいいます。 
    （単位：人）

区分 降給 降任 休職 免職 計 

勤務実績が良くない 0 0 0 0 0 
心身の故障 0 0 8 0 8 

職に必要な適格性を欠く 0 0 0 0 0 
職制、定数の改廃、予算の減少に

より、廃職、過員を生じた 
0 0 0 0 0 

刑事事件に関し起訴された 0 0 0 0 0 

計 0 0 8 0 8 

（注） 免職：公務能率維持の観点から、職員の意に反してその身分を失わせる処分 

休職：職を保有させたまま、一定の期間職務に従事させない処分 

降任：現に有する職務の職を下位のものに任命する処分 

降給：現に決定されている給料の額より低い額に決定する処分 



(2) 懲戒処分 

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務におけ

る規律と秩序を維持することを目的として科す処分をいいます。 
    （単位：人）

区分 戒告 減給 停職 免職 計 

一般服務違反（秘密漏洩、秩序紊乱等） 0 0 0 0 0 

一般非行（傷害・暴行等） 0 0 0 0 0 

事務に関する不正（収賄、横領等） 0 0 0 0 0 

道路交通法違反（飲酒運転等） 0 0 0 0 0 

管理・監督責任 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 

（注） 免職：職員としてその身分を失わせる処分 

停職：一定期間職務に従事させない処分 

減給：給与の一定割合を一定期間減額して支給する処分 

戒告：服務規律違反の責任を確認するとともに、その将来を戒める処分 

 

７ 服務の状況 

 (1) 年次有給休暇の取得状況（令和 4年度 勤務条件調査より） 

対象職員数 

A 

付与日数 

B 

取得日数 

C 

平均取得日数 

C/A 

取得率 

C/B 
316 人 12,106.7 日 3,809.3 日 12.1 日 31.5％ 

  （注） 対象職員数には、令和 4年度中に育児休業、長期の療養休暇、休職、派遣等 

     の特殊事情のある職員を除きます。 

 

(2) 夏季休暇の取得状況（令和 4年度） 

対象職員数 

A 

付与日数 

B 

取得日数 

C 

平均取得日数 

C/A 

取得率 

C/B 
422 人 2,532 日 2,327.5 日 5.5 日 91.9％ 

  （注） 対象職員数には、期間中（7／1～9／30）に育児休業、長期の療養休暇、 

休職、派遣等の特殊事情のある職員を除きます。 

 

８ 退職管理の状況 

   地方公務員法の規定に基づき、市の職員として働いていた者が離職後に営利企業などに再 

  就職した場合、現職職員への契約事務等の要求や依頼（働きかけ）が禁止されています。 

   当市でも「職員の退職管理に関する条例」を制定し、平成 28年度から届出による管理を行 

  っています。 

 

  〈届出内容〉届出者 1人 

退職年度 離職時の役職 再就職先 再就職先の地位 

令和 4年度 課長級 特定非営利活動法人 常勤職員 



９ 研修の状況（令和 4年度実績） 

 

区分 研修名等 受講延べ人数 

階層別研修 新任職員研修、新任係長～部長研修など 126 人 

専門研修 電話応対基礎講座オンライン研修など 71 人 

特別研修 人事評価制度研修、チームビルディング研修など 342 人 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 (1) 共済組合の概要 

職員は、茨城県内の市町村職員で組織する茨城県市町村職員共済組合に加入しています。 

共済組合とは、相互扶助の精神によって、組合員とその家族（被扶養者）の生活の安定及

び福祉の向上を目指す組織です。 

共済組合は社会保険制度の一翼を担っており、主に次の 3つの事業を行っています。 

 

事業名 内容 

短期給付事業 
病気・ケガ、出産、休業、災害、死亡などの際に、組合員とその家

族に医療などの必要な給付を行う事業 

長期給付事業 組合員の退職、障害、死亡の際に、年金や一時金を給付する事業 

福祉事業 
健康保持増進事業（健康診査など）や保養所の運営、住宅資金等の貸

し付けなどの事業 
 

(2) 公務災害の補償制度（令和 4年度） 

職員が公務上又は通勤途上に災害にあった場合、地方公務員災害補償法に基づいて補償

されます。その認定状況は次のとおりです。 

  （単位：人）

公務災害 通勤災害 計 
1 0 1 

 

(3) 健康診断実施状況（令和 4年度） 

 

事業名 実施内容 
受診者数等 

(人) 

各種健康診断 

人間ドック 205 

胃がん検診 73 

生活習慣病健診 206 

肺がん・結核（X線）検診 197 

肺がん（喀たん）検診 30 

大腸がん検診 49 

子宮がん検診 36 

乳がん検診 41 

前立腺がん検診 25 

骨粗しょう症検診 7 

メンタルヘルス 健康相談機関事業の案内 随時 

職場巡回 産業医、衛生管理者による職場巡回 63 回 



 

１１ 苦情処理、措置要求及び不服申立ての状況について 

  (1) 苦情処理制度の概要と状況（令和 4年度） 

 職員は規則に基づき、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出や相談を公平委 

 員会にすることができます。その状況は次のとおりです。 
   （単位：件）

区分 勤務条件 人事管理 計 

苦情の申出 0 0 0 

苦情の相談 0 0 0 

計 0 0 0 

 

 (2) 勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況 

 職員は規則に基づき、勤務条件に関して公平委員会に当局が適切な措置を講じるよう 

 要求することができます。その状況は次のとおりです。 

   （単位：件数） 

令和 4 年度 
当初係属件数 

新規

申立

件数 

処理件数 

令和 4 年度末 
係属件数 

却下 
（不受理 
を含む） 

取下げ 打切り 

判定 

計 全部容認

処分取消 
一部容認

処分修正 
全部容認

処分承認 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 (3) 不利益処分に関する審査請求の概要と状況 

 職員は規則に基づき、懲戒その他意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に審 

査請求をすることができます。その状況は次のとおりです。 

   （単位：件数） 

令和 4 年度 
当初係属件数 

新規

申立

件数 

処理件数 

令和 4 年度末 
係属件数 

却下 
（不受理

を含む） 
取下げ 打切り 

判定 

計 全部容認

処分取消 
一部容認

処分修正 
全部容認

処分承認 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 


